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いわき市青少年問題協議会 





はじめに 

 

いわき市青少年問題協議会では、国、県の施策に呼応し、青少年の指導、育成、

保護及び非行防止、有害環境浄化、薬物の撲滅、健全な家庭づくり等、青少年の

健全育成に関する様々な事項の審議や意見交換、情報交換を年２回実施してい

ます。 

令和元年度から２年度は、「家庭・地域・学校における人権教育」及び「スマ

ートフォン等の正しい使い方について」の意見交換を行いました。 

近年、少子化、情報化等の急激な変化により、人々の価値観や生活様式が多様

化し、人間関係の希薄化や地域社会のコミュニティー意識の衰退等で、子ども

が生きづらい社会と言われています。 

このような中、子ども達を健やかに育てていくためには、家庭・学校・地域の

各種機関が連携・協働し、社会全体で子どもを育てていく意識を醸成していく

ことが大切です。 

スマートフォンは 各種アプリケーションをインストールすることで、通話

以外にも様々な機能を有し、気軽に学ぶことができるツールとして活用されて

いる一方で、子ども達がネットいじめやインターネットを悪用した犯罪に巻き

込まれ、子ども自身が知らない内に加害者になるケースも発生しています。 

子ども達が、これらの事件に巻き込まれないようにするためには、発達段階

に応じた「人権教育」や「メディア教育」に取り組むことが必要であり、子ども

達だけではなく、保護者やこれから親になる方を対象とした講習会等を行う事

も必要になってきています。 

この度、青少年の健全育成に関し、各団体が行っている取り組みについて取

りまとめました。この情報について、教育・子育てに関係する皆様と共有を図る

ことで、子ども達がいじめや身近に起きる犯罪について考え、保護者や関係機

関が子ども達を様々なトラブルから守るための取り組みに役立てていただきた

いと考えております。 

 

 

参 考 

携帯電話やスマートフォンを利用している子どもの割合は、小学生４割、 

中学生で８割、高校生で９割となっている。 

（内閣府「令和元年度青少年のインターネット利用環境実態調査」） 

 

 

令和３年３月 

いわき市青少年問題協議会 

会長(いわき市長) 清水 敏男 





◎国

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

法務局　いわき人権擁護委員協議会 人権教室
小学生
中学生

人権擁護委員による人権教室の開催
・DVDの視聴や紙芝居・講話等で人権について学ぶ

いわき人権擁護委員協議会 ℡23-1651
（福島地方法務局 いわき支局）

◎県

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

防犯教室・非行防止教室

幼稚園
保育園
小学校
中学校

　幼稚園、保育園、小学校、中学校で、不審者侵入訓練や不審
者に遭遇した際の対応方法について学ぶとともに「イカのおす
し」を周知させる講話の開催

アダルトビデオ出演強要・
ＪＫビジネス等被害防止教室

高校生
　アダルトビデオ出演強要問題やＪＫビジネス等の被害防止を
目的とした講習会の開催

薬物乱用防止教室
中学生
高校生

　薬物の有害性・危険性を学び、少年の薬物乱用防止を目的と
した講習会の開催

小学生

中学生

高校生

保護者

◎市

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

いわき市
いのちを育む教育推進事業
（助産師派遣）

小学生
中学生

高等学校
特別支援学校

　助産師派遣を希望する学校に対して、いのちの誕生や思春期
の心の変化、自己肯定感等についてより専門性の高い授業を開
催

こども家庭課母子保健係　℡27-8597

◎団体

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

いわき市青少年育成市民会議 子育て学習講座 就学時の保護者
　保護者に子育てについて見つめなおしてもらうとともに家庭
教育の推進を図ることを目的に、希望する小学校の就学時健康
診断及び学校説明会の際に開催

いわき市青少年育成市民会議　℡22-7558
（教育委員会生涯学習課青少年係）

年中・年長児

保護者

教職員

小学生プログラム（こどもへの
暴力防止プログラム）

小学５年生
保護者
教職員

　こども自身がいじめ・虐待・誘拐・性暴力等から自分の心と
体を守るために出来ることを寸劇・ロールプレイを通じて学ぶ
とともに、保護者ワークショップ、教職員ワークショップでこ
どもを見守る大人を増やす事を目的とした講座の開催

思春期講座 高校１年生
　思春期のこどもたちが心と体を守るためには何ができるかを
一緒に考える講座の開催

公開おとなワークショップ 地域のおとな 　こどもを見守る大人を対象におとなワークショップの開催

　人権教育事業

いわき中央警察署　生活安全課　℡26-2121

いわき東警察署　生活安全課　　℡54-1111

いわき南警察署　生活安全課　　℡63-2141

就学前プログラム（こどもへの
暴力防止プログラム）

ＣＡＰいわき

　こども自身が自分の心と体を守るために出来ることを寸劇・
ロールプレイを通じて楽しく学ぶとともに、保護者ワーク
ショップ、教職員ワークショップでこどもを見守る大人を増や
す事を目的とした講座の開催

ＣＡＰいわき　℡/Fax92-3393
e-mail:cap-iwaki@air.ocn.ne.jp

いわき教育事務所
スクールソーシャルワーカー派
遣事業

　いわき管内公立小学校、中学校、高等学校からのニーズに応
じ、児童生徒やその家庭が直面する課題の解決に向けて、関係
機関との連携を図ることを目的としてスクールソーシャルワー
カーを派遣

いわき教育事務所　℡24-6144

福島県警察



◎国

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

法務局　いわき人権擁護委員協議会
スマホ・ケータイ安全教
室

市民
　スマートフォンや携帯電話の利用に関連した危険やトラブル
を未然に防ぐことを目的に、対応方法を啓発する携帯電話会社
と連携した「スマホ・ケータイ安全教室」を開催

いわき人権擁護委員協議会 ℡23-1651
（福島地方法務局 いわき支局）

◎県

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

福島県警察 情報モラル教室

小学生
中学生
高校生
保護者

　子どもたちや保護者を対象に、インターネットやＳＮＳに潜
む危険性をはじめ、ゲーム障害や犯罪被害にあった事例を挙
げ、スマートフォンや携帯ゲーム機などの正しい使い方を学ぶ
とともに、福島県警が独自に考案した標語「あとがこわい」を
周知を目的として開催

いわき中央警察署　生活安全課　℡26-2121
いわき東警察署　生活安全課　　℡54-1111
いわき南警察署　生活安全課　　℡63-2141

いわき教育事務所
地域でつながる家庭教育
応援事業

地域家庭教育推進い
わきブロック会議委
員及び所属校の児童
生徒とその保護者

　児童生徒や保護者を対象としたメディアコントロール等、家
庭教育に関する教育講演会を開催し、家庭教育の推進を図るこ
とを目的として開催

いわき教育事務所　℡24-6144

◎市

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

◎団体

団　体　名 事　業　名 対　象 事　業　内　容 窓　　口

いわき市青少年育成市民会議 メディア講習会
小学5・6年生

中学生
保護書

　子どもたちや保護者を対象に、インターネットに潜む危険性
をはじめ、スマートフォンや携帯ゲーム機などメディアの正し
い使い方について啓発すことを目的手としてメディア講習会を
開催

いわき市青少年育成市民会議　℡22-7558
（教育委員会生涯学習課青少年係）

ＣＡＰいわき ＣＡＰプログラム
ワークショップ

参加者
　プログラムを通じて。言葉（文章）でも人を傷つける行為だ
という事を伝えることを目的として開催

ＣＡＰいわき　℡/Fax92-3393
e-mail:cap-iwaki@air.ocn.ne.jp

いわき市教育委員会
未来をつくる　いわき学
校教育ＡＢＣプラン「情
報教育」

　情報に対して安全に向き合う能力や情報社会を生きる上での
正しい判断力を身に付けるとともに、よりよい情報社会の創出
を目指す実践的能力を養う。また、児童生徒の発達段階や実態
を踏まえ、情報モラル教育を推進する。

いわき市立小中学校

　メディア教育事業

小学生
中学生


